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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自平成17年
10月１日
至平成18年
３月31日

自平成18年
10月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
３月31日

自平成17年
10月１日
至平成18年
９月30日

自平成18年
10月１日
至平成19年
９月30日

売上高 （千円） 2,238,928 2,817,695 2,976,076 3,143,642 3,912,194

経常利益 （千円） 740,850 850,807 542,875 325,557 401,237

中間（当期）純利益 （千円） 372,825 476,042 290,735 153,475 254,887

純資産額 （千円） 905,356 1,782,359 1,830,335 686,006 1,548,878

総資産額 （千円） 2,221,993 3,380,555 3,015,943 2,248,799 3,231,079

１株当たり純資産額 （円） 62,641.43 106,390.45 21,960.69 47,464.64 18,539.23

１株当たり中間（当

期）純利益金額
（円） 26,909.13 30,265.29 3,485.00 10,832.57 3,138.93

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額

（円） － 29,496.42 3,351.11 － 3,037.70

自己資本比率 （％） 40.7 52.7 60.7 30.5 47.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 760,969 993,296 713,194 373,369 609,709

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △233,354 △557,044 △559,943 △436,025 △670,645

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 187,541 680,666 △139,925 242,302 540,932

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高

（千円） 968,676 1,550,085 926,491 433,167 913,164

従業員数

（外、平均臨時雇用

者数）

（人）
92

(148)

108

(201)

181

(212)

108

(158)

153

(205)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

３．当社は平成17年８月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。

４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自平成17年
10月１日
至平成18年
３月31日

自平成18年
10月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
３月31日

自平成17年
10月１日
至平成18年
９月30日

自平成18年
10月１日
至平成19年
９月30日

売上高 （千円） 2,212,619 2,798,897 2,976,076 3,108,020 3,888,243

経常利益 （千円） 723,776 832,038 528,751 317,219 383,776

中間（当期）純利益 （千円） 368,010 464,069 281,570 153,402 242,805

資本金 （千円） 155,195 465,350 465,350 155,195 465,350

発行済株式総数 （株） 14,453 16,753 83,765 14,453 83,765

純資産額 （千円） 899,677 1,769,449 1,808,152 685,069 1,535,858

総資産額 （千円） 2,103,219 3,355,774 2,986,859 2,235,558 3,215,147

１株当たり純資産額 （円） 62,248.48 105,619.83 21,694.53 47,399.82 18,383.39

１株当たり中間（当

期）純利益金額
（円） 26,561.55 29,504.07 3,375.15 10,827.39 2,990.13

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額

（円） － 28,754.54 3,245.48 － 2,893.70

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 42.8 52.7 60.5 30.6 47.8

従業員数（外、平均

臨時雇用者数）
（人）

91

(148)

107

(201)

180

(212)

107

(158)

152

(205)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

３．当社は平成17年８月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。

４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また主要な関係会社における異動もありません。 
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３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

とらふぐ亭直営事業 181 　(212)

合計 181 (212)　

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間連結会計期間の期中平均人員（ただし、１日7.5時間換算に

よる人員）を（　）内に外数で記載しております。

２．当社グループの事業は単一セグメントであります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 180　(212)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の期中平均人員（ただし、１日7.5時間換算による人

員）を（　）内に外数で記載しております。

(3）労働組合の状況

労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

  当中間連結会計期間におけるわが国においては、原油・原材料価格の高騰また政治への不信感などのネガティブな

要因が重なり、景気の先行きにはますます不透明感が強まっております。外食産業におきましても、原材料価格の上昇

およびそれに関連した個人消費の冷え込みによる収益への影響が顕著に現われ、また「食の安全性」に対する意識の

高まりにより、価格の安い外国産食材に対しては厳しいチェックが求められるなど、各社とも対応に追われている状

況であります。

　ここ数年、安価な中国産養殖とらふぐが我が国国内へ大量に出回ったことにより、国産養殖とらふぐの仕入価格相場

は下落傾向にあり、いわゆる「安値安定」の状態にありました。ところが、昨年後半より「国産養殖とらふぐ」の相場

が上昇傾向に転じ、この傾向は利益圧迫の要素としてある程度、予測には織り込んでいたものの、食品偽装・薬物混入

事件等の予期せぬ事態により、中国産輸入食材の評価が急落。需要が国産にスライドした結果、その影響を受けて国産

養殖とらふぐの価格相場が予想をはるかに超えて高騰しております。

　当社グループにおきましては、従来より国産高級(養殖)とらふぐの使用に「こだわり」を持っており、安価で容易に

利益を生むとは言えども、中国産養殖とらふぐは決して使用いたしておりませんでした。昨今のように「安全・安

心」な食品に対する注目度が高まることは当社グループにとって追い風とは言え、原材料費の上昇は収益圧迫要因と

なるなど厳しい状況であると言えます。

　具体的には、当中間連結会計期間の国産養殖とらふぐの相場は前年同時期に比べ、約1.5倍以上にまで跳ね上がってお

り（平成20年４月現在：当社調べ）、また飲料・野菜・米など、その他食材の相次ぐ値上げを受け、原価率は前年同期

比で4.5％増の31.4％となりました。このとらふぐ相場の上昇傾向は今後も続くものと予想されており、当社グループ

といたしましては、それに対抗する施策に迫られております。

＜当社グループ事業の業績の状況＞

　上記に述べました事業展開の結果、平成20年９月期中間期における売上高は29億76百万円（前年同期比5.6％増）と

なりました。前年同期に比べ増加したとは言え、新規出店数に見合った規模とは言えない状況であります。この要因は

個人消費の冷え込み等により外部環境が急速に悪化したことに加え、店舗スタッフの人材確保が予定どおり進展しな

かったため、新規出店に対する店舗運営能力が対応しきれず、その結果、集客力が低下したことによるものでありま

す。損益面では、上述したとおり「国産養殖とらふぐ」価格相場が高騰したことを受け、営業利益は５億２百万円（前

年同期比38.8％減）、経常利益は５億42百万円（同36.2％減）、中間純利益は２億90百万円（同38.9％減）と誠に不本

意な結果となりました。

　ちなみに当中間連結会計期間において、売上に関しては当初の見込35億８百万円から15.2％未達となり、営業利益は

当初見込より約40％の未達、経常利益は当初見込より約38％の未達、また中間純利益は当初見込より約37％の未達と

なっております。
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(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間においては、営業活動の結果得られた資金は７億13百万円（前年同期比28.2％減）、投資活動で

使用した資金は５億59百万円（同0.5％増）となったものの、財務活動で使用した資金は１億39百万円（同120.6％

減）となり、その結果現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前中間連結会計期間末に比べ６億23百万円減少

し、９億26百万円（同40.2％減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は７億13百万円（前年同期は９億93百万円）となりました。これは主に税金等調整前当

期純利益５億35百万円（同８億50百万円）、減価償却費１億86百万円（同１億38百万円）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は５億59百万円（前年同期は５億57百万円）となりました。これは主に新店出店に伴う

有形固定資産の取得による支出５億43百万円（同５億12百万円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は１億39百万円（前年同期は６億80百万円の収入）となりました。これは短期借入の純

増68百万円（同２億円）、長期借入の返済による支出１億80百万円（同１億15百万円）、社債の償還による支出18百

万円（同16百万円）によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一事業を

行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、以下、当該事業について記載しております。

(1）仕入実績

　当中間連結会計期間の仕入実績は、次のとおりであります。

品目別の名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前期比（％）

とらふぐ（千円） 591,094 131.7

飲料（千円） 143,408 107.7

生鮮食料品その他（千円） 207,228 114.3

合計（千円） 941,730 123.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前期比（％）

とらふぐ亭直営事業（千円） 2,976,076 105.6

合計（千円） 2,976,076 105.6

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

  国産養殖とらふぐ高騰の余波はこの先当分は残るものと予想され、また不動産相場もやや下落傾向にあるとは言

え、市場に反映されるのはもう少々先のことになると予想されます。従いまして、それらの外部環境の影響を十分考慮

し、新規出店は今期に限り、よほどの好条件でなければ基本的に手控える予定にしております。また不採算店の撤退及

び減損処理も視野に入れ検討してまいります。その反面、店舗運営能力のレベルアップとして人材を集中投入し、その

他にも教育研修制度を一層整備することにより、人材スキルの底上げを図るなど、内部オペレーションの充実に努め

てまいります。また社内基幹システムの開発にも着手しており、仕入管理・勤怠管理システムの稼働による、更なる経

費効率アップを見込んでおります。

　今後「安全・安心」な食材提供を更に確かなものにするため、とらふぐの「トレーサビリティシステム」が稼働を

開始、更に他の食材にもシステム拡張を計画しております。また積極的な食の情報発信のため、産地自治体・生産者と

共同した「とらふぐ亭フォーラム」の定期的開催など、当社グループのブランド力向上にも徹底して注力してまいり

ます。今後、国産養殖とらふぐの相場上昇に対しては、産地との直接交渉を一層高密度に行い、年間契約の締結などを

通じて安定調達を図ってまいります。また将来的には、物流センター設置も視野に入れた積極的な設備投資により、ふ

ぐ以外の食材についても仕入価格安定を図っていく所存です。

(1) 食材の安全性の確保と情報発信について

　昨今、食の安全性について様々な問題が取りざたされております。特に社会問題となっております各食品メーカーの

偽装事件、中国製輸入食材へのバッシングなど、あきれるほど次から次へと色々な問題がマスコミを賑わしておりま

す。当社は従来より、自然の恵みである本物の食材をお客様にご提供することを最大のモットーとして掲げており、こ

のような時代だからこそ、徹底的に食材にこだわっていきたいと考えております。

　そのモットーをより具体化するために、「国産養殖とらふぐ」のトレーサビリティシステムを開発いたしました。こ

れはとらふぐの「採卵→稚魚→成魚」までの飼育記録はもとより、餌の種類・使用した予防薬品・輸送の状態、そし

て生産者のプロフィールに至るまでを情報化し、お客様に安心して当社をご利用いただけるよう、また心ゆくまで当

社の食材をご堪能していただけるよう、リアルタイムに情報発信を可能とするシステムであります。 現在既に本番稼

動に至っており、また今後はとらふぐ以外の各食材についても順次、拡大してまいる予定です。 

(2) 店舗スタッフの教育研修について

　当社のもう一つのモットーである「大切な人と過ごせる空間の演出」を更に効果的にするのが、店舗スタッフのき

め細かなサービスのご提供であると当社では考えております。またこれは同時に、リピーター顧客の獲得にも非常に

重要なポイントを占めると考えております。

　「とらふぐ亭」自慢のきめ細かなサービスをご提供するためには、スタッフ一人一人が当社のコンセプトである

「色々なものへのこだわり」を深く理解し、そのこだわりを持って「お客様をおもてなし」させていただく、という

ことを実践する必要があります。店舗数の増加に伴い、店舗運営能力の希薄化が当社グループの大きな課題となって

いる現在、店舗スタッフのサービスレベルを常に維持・向上させるべく社員研修制度を充実させるなど、根本的な解

決に向け対応を急いでおります。 

(3) コンピュータシステムの活用状況について

　当社の管理部門及び営業部門では経営情報の迅速な把握のために、社内ネットワークを始めとするコンピュータシ

ステムを導入しております。現在のコンピュータシステムの設置・整備状況は現在の当社規模に応じたものとなって

おりますが、今後は情報管理のさらなる迅速化・正確性を実現するため、コンピーュタシステムの一層の増強を図っ

ております。特に財務・人事・販売・仕入の一元管理を可能にする、新基幹システムの構築に着手しており、人事・仕

入システムは近日中にも本番稼動がスタートする予定であります。これにより更なる経費効率アップを見込んでおり

ます。

４【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はありません。
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５【研究開発活動】

　当中間連結会計期間において、該当する事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
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２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 83,765 83,765
東京証券取引所

（マザーズ）
 　　 －

計 83,765 83,765 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

①　平成17年10月３日臨時株主総会決議

区分
中間会計期間末現在
（平成20年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個）
465

（注１）

455
（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
2,325

（注２）

2,275
（注２）

新株予約権の行使時の払込金額（円）
4,800

（注３）
同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月５日
至　平成27年９月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　4,800
資本組入額　　　2,400

同左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行

使は認められない。した

がって、権利行使は１個

またはその整数倍毎に権

利行使するものとする。

同左
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区分
中間会計期間末現在
（平成20年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

　

②新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は権利行使時

において、当社もしくは当

社の子会社・関連会社の取

締役及び監査役または従業

員たる地位にあることを要

する。ただし、対象者である

取締役または監査役が任期

満了により退任した場合及

び対象者である従業員が定

年退職した場合並びにその

他取締役会決議が正当な理

由があると認めた場合には

この限りではない。

③新株予約権の譲渡、質入

その他処分は認めない。

④新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを行

使できないものとする。

⑤この他の条件は、株主総

会及び取締役会の決議に基

づき、当社と新株予約権者

との間で締結する「新株予

約権割当契約」の定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は、取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）１．平成17年10月３日の臨時株主総会特別決議に基づき、当社取締役１名、当社子会社取締役１名及び当社従業員

72名、当社子会社従業員１名に対して465個の新株予約権を付与しましたが、従業員１名の退職に伴い平成20

年５月31日現在、455個となっております。

　２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、

株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使または消却されていない新株予約

権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、当社が時価を下回る価額で新株発行（新株予約権の行使による新株を発行をする場合を除く）を行

う場合には、次の算式により行使価額は調整され、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行

株式数
＋

新規株式

発行数
×

１株当たりの

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新株発行前の株価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

　当社が他社と吸収合併または新設合併を行いもしくは株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これ

らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調節

されるものとする。

４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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②平成18年３月13日臨時株主総会決議

区分
中間会計期間末現在
（平成20年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個）
299

（注１）

293
（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
1,495

（注２）

1,465
（注２）

新株予約権の行使時の払込金額（円）
6,000

（注３）
同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日
至　平成28年３月11日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　  6,000
資本組入額　  　3,000

同左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使

は認められない。したがっ

て、権利行使は１個または

その整数倍毎に権利行使す

るものとする。

②新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という。）は権利行使

時において、当社もしくは

当社の子会社・関連会社の

取締役及び監査役または従

業員たる地位にあることを

要する。ただし、対象者であ

る取締役または監査役が任

期満了により退任した場合

及び対象者である従業員が

定年退職した場合並びにそ

の他取締役会決議が正当な

理由があると認めた場合に

はこの限りではない。

③新株予約権の譲渡、質入

その他処分は認めない。

④新株予約権者が死亡した

場合は、相続人はこれを行

使できないものとする。

⑤この他の条件は、株主総

会及び取締役会の決議に基

づき、当社と新株予約権者

との間で締結する「新株予

約権割当契約」の定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は、取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  － 

　（注）１．平成18年３月13日の臨時株主総会特別決議に基づき、取締役１名及び従業員73名に対して375個の新株予約権

を付与しましたが、従業員18名の退職に伴い平成20年５月31日現在、293個となっております。
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２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、

株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使または消却されていない新株予約

権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、当社が時価を下回る価額で新株発行（新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く）を行う

場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行

株式数
＋

新規株式

発行数
×

１株当たりの

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新株発行前の株価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

　当社が他社と吸収合併または新設合併を行いもしくは株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これ

らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調節

されるものとする。

４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

（３）【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

該当事項はありません。
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

坂本　大地 東京都新宿区 66,500 79.38

東京一番フーズ従業員持株会 東京都新宿区新宿５－６－１ 1,180 1.40

平井　隆 東京都千代田区 1,000 1.19

エイチエスビーシーファンド

サービシィズスパークスア

セットマネジメントコーポレ

イテッド

（常任代理人香港上海銀行東

京支店）

1 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG
（東京都中央区日本橋３－11－１）

937 1.11

関戸　節 千葉県柏市 550 0.65

日本証券金融㈱(業務口) 東京都中央区茅場町１－２－10 490 0.58

尾崎　一宇 兵庫県姫路市 400 0.47

良川　忠必 東京都新宿区 400 0.47

坂本　洋平 東京都杉並区 225 0.26

鈴木　繁和 大阪府羽曳野市 200 0.23

計 － 71,882 85.81

（注）上記のほか、自己株式が419株あります。
（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　  　419 － －

完全議決権株式（その他） 　普通株式　 83,346 83,346 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 83,765 － －

総株主の議決権 － 83,346 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が49株含まれております。また、「議決権の
数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数49個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱東京一番フーズ
東京都新宿区新宿　　　　五

丁目６番１号
419 － 419 0.50

計 － 419 － 419 0.50

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】
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月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 54,600 51,000 48,100 44,800 36,000 32,700

最低（円） 50,300 40,000 43,800 30,000 29,500 30,000

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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３【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

就任年月日

代表取締役

社長
　 坂本　大地　 昭和42年12月19日生

平成２年11月 ふぐ太郎開業に参画　

平成８年10月 とらふぐ亭開業　

平成10年10月 ㈲東京一番フーズ（平

成12年９月　株式会社に

改組）設立　

平成11年９月 同社代表取締役就任　

平成12年９月 当社代表取締役社長就

任(現任)　

平成13年12月 ㈲新宿活魚取締役就任　

平成18年３月 ㈲新宿活魚取締役会長

就任(現任)　

(注)３　 66,500
平成18年

12月27日

専務取締役　 管理担当 平井　隆　 昭和27年９月16日生

昭和51年４月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東

京ＵＦＪ銀行)入行　

平成12年４月 同行相模原支店長　

平成14年８月 当社へ出向、管理本部長

　

平成15年９月 当社へ転籍　

平成16年９月 当社取締役就任　

平成18年２月 当社専務取締役就任(現

任) 　

(注)３　 1,000
平成18年

12月27日

取締役　 営業担当　 山本　千之　 昭和31年７月31日生

昭和51年４月 天狗チェーン（現テン

アライド㈱）入社　

平成15年８月 中島水産㈱入社　

平成17年５月 ㈱グラナダ入社　

平成18年11月 当社入社　

平成19年６月 当社執行役員営業本部

長就任　

平成19年12月 当社取締役就任(現任)　

(注)３　 －
平成19年

12月26日

取締役　 　 井野　一三美　 昭和19年９月６日生

昭和38年３月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東

京ＵＦＪ銀行)入行　

平成７年１月 同行新瑞橋支店長　

平成10年６月 中国パール販売㈱入社　

平成14年３月 ㈱江戸一入社　

平成17年10月 当社監査役就任

平成20年６月 当社取締役就任(現任)　

(注)３　 100
平成20年

６月６日

監査役(常勤)

　
　 平野　秀樹　 昭和24年１月11日生

昭和46年４月 日興証券㈱(現日興コー

ディアル証券㈱)入社　

平成14年３月 同社取締役コンサル

ティング業務担当就任　

平成16年４月 日興企業㈱代表取締役

就任　

平成20年６月 当社監査役就任(現任)　

(注)５　 －
平成20年

６月６日

監査役 　 村上　徹　 昭和35年11月25日生

昭和59年10月 中央監査法人入所　

平成２年10月 三優監査法人入所

平成12年７月 ㈱プロジェスト取締役　

平成15年７月 村上公認会計士事務所

設立　

平成17年12月 ㈱ティーエムエー監査

役就任(現任)　

平成18年１月 当社取締役就任

平成20年６月 当社監査役就任(現任)　

(注)４　 100
平成20年

６月６日

監査役　 　 松田　賢一郎　 昭和40年８月11日生

平成元年10月 中央監査法人入所　

平成12年４月 公認会計士松田賢一郎

事務所設立　

平成18年３月 当社監査役就任(現任)　

(注)４ －
平成18年

５月25日

　（注）１．取締役井野一三美は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

　２．監査役平野秀樹、村上徹及び松田賢一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　３．平成18年12月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

　４．平成18年５月25日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間。

５．平成20年６月６日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年10月１日から平成

20年３月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）の中

間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

　 　
前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　  1,607,856   1,019,131   984,104  

２．売掛金 　  75,640   71,289   42,618  

３．たな卸資産 　  13,959   18,087   11,491  

４．その他 　  102,414   97,814   177,976  

流動資産合計 　  1,799,870 53.2  1,206,322 40.0  1,216,192 37.6

Ⅱ　固定資産 　          

１ 有形固定資産 ※1,2          

(1）建物及び構築物 　 810,082   1,028,950   1,184,768   

(2）その他 　 284,812 1,094,895  282,584 1,311,534  312,346 1,497,115  

２　無形固定資産 　          

　(1) ソフトウェア 　 6,123 6,123  4,294 4,294  5,208 5,208  

３　投資その他の資産 　          

(1）敷金保証金 　 336,000   396,829   396,700   

(2）その他 ※２ 156,414   98,090   115,862   

貸倒引当金 　 △12,750 479,665  △1,127 493,792  － 512,563  

固定資産合計 　  1,580,684 46.8  1,809,621 60.0  2,014,887 62.4

資産合計 　  3,380,555 100.0  3,015,943 100.0  3,231,079 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．買掛金 　  101,519   92,327   76,218  

２．短期借入金 　  200,000   68,000   －  

３．１年以内に返済予
定の長期借入金

　  220,388   207,962   217,962  

４．１年以内に償還予
定の社債

　  34,000   16,000   26,000  

５．未払法人税等 　  412,641   258,333   136,083  

６．賞与引当金 　  2,456   3,282   11,154  

７．その他 ※４  209,132   184,886   678,138  

流動負債合計 　  1,180,138 34.9  830,792 27.5  1,145,557 35.5

Ⅱ　固定負債 　          

１．社債 　  117,500   101,500   109,500  

２．長期借入金 ※２  295,299   215,670   386,318  

３．負ののれん 　  4,319   29,434   32,996  

４．その他 　  939   8,211   7,830  

固定負債合計 　  418,057 12.4  354,815 11.8  536,644 16.6

負債合計 　  1,598,195 47.3  1,185,608 39.3  1,682,201 52.1

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  465,350 13.8  465,350 15.4  465,350 14.4

２．資本剰余金 　  367,350 10.9  367,350 12.2  367,350 11.4

３．利益剰余金 　  949,659 28.0  1,019,239 33.8  728,504 22.5

４．自己株式 　  －   △21,603 △0.7  △12,326 △0.4

株主資本合計 　  1,782,359 52.7  1,830,335 60.7  1,548,878 47.9

純資産合計 　  1,782,359 52.7  1,830,335 60.7  1,548,878 47.9

負債純資産合計 　  3,380,555 100.0  3,015,943 100.0  3,231,079 100.0
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②【中間連結損益計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  2,817,695 100.0  2,976,076 100.0  3,912,194 100.0

Ⅱ　売上原価 　  759,202 26.9  935,134 31.4  1,113,382 28.5

売上総利益 　  2,058,492 73.1  2,040,942 68.6  2,798,812 71.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　          

１．広告宣伝費 　 21,756   45,710   59,006   

２．販売促進費 　 11,916   11,209   25,604   

３．給料手当 　 184,515   267,017   429,475   

４．雑給 　 265,227   291,235   369,405   

５．賞与引当金繰入額 　 2,504   3,282   11,316   

６．地代家賃 　 207,903   251,638   423,945   

７．減価償却費 　 138,943   186,338   297,350   

８．その他 　 404,600 1,237,368 44.0 482,171 1,538,605 51.7 812,016 2,428,122 62.0

営業利益 　  821,124 29.1  502,336 16.9  370,689 9.5

Ⅳ　営業外収益 　          

１．受取利息 　 333   802   2,100   

２．受取配当金 　 －   －   4   

３．取引先協賛金 　 36,095   40,238   38,285   

４．経営指導料 　 3,193   －   3,827   

５．負ののれん償却額 　 1,357   3,561   3,573   

６．その他 　 5,789 46,769 1.7 5,547 50,149 1.7 12,786 60,577 1.6

Ⅴ　営業外費用 　          

１．支払利息 　 7,859   7,544   15,619   

２．株式交付費 　 8,515   －   8,934   

３．支払手数料 　 －   120   3,620   

４．その他 　 711 17,086 0.6 1,945 9,610 0.3 1,855 30,029 0.8

経常利益 　  850,807 30.2  542,875 18.3  401,237 10.3

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　          

　１．貸倒引当金戻入益 　 －   －   10,500   

　２．保険返戻金差益 　 －   －   30,092   

３．投資有価証券売却
益

　 141 141 0.0 248 248 0.0 141 40,734 1.0

Ⅶ　特別損失 　          

１．減損損失 ※１ －   6,415   －   

２．固定資産除却損 ※２ 14   －   1,970   

３．貸倒引当金繰入額 　 － 14 0.0 1,127 7,542 0.3 － 1,970 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

　  850,934 30.2  535,580 18.0  440,002 11.2

法人税、住民税及び
事業税

　 391,334   250,964   182,753   

法人税等調整額 　 △16,442 374,891 13.3 △6,119 244,845 8.2 2,360 185,114 4.7

中間（当期）純利
益

　  476,042 16.9  290,735 9.8  254,887 6.5
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年９月30日　残高（千円） 155,195 57,195 473,616 686,006 686,006

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 310,155 310,155 － 620,310 620,310

中間純利益 － － 476,042 476,042 476,042

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

310,155 310,155 476,042 1,096,352 1,096,352

平成19年３月31日　残高（千円） 465,350 367,350 949,659 1,782,359 1,782,359

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日　残高（千円） 465,350 367,350 728,504 △12,326 1,548,878 1,548,878

中間連結会計期間中の変動額       

自己株式の取得 － － － △9,277 △9,277 △9,277

中間純利益 － － 290,735 － 290,735 290,735

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 290,735 △9,277 281,457 281,457

平成20年３月31日　残高（千円） 465,350 367,350 1,019,239 △21,603 1,830,335 1,830,335

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高（千円） 155,195 57,195 473,616 － 686,006 686,006

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 310,155 310,155 － － 620,310 620,310

自己株式の取得 － － － △12,326 △12,326 △12,326

当期純利益 － － 254,887 － 254,887 254,887

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

310,155 310,155 254,887 △12,326 862,871 862,871

平成19年９月30日　残高（千円） 465,350 367,350 728,504 △12,326 1,548,878 1,548,878
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

税金等調整前中間（当期）純
利益

　 850,934 535,580 440,002

減価償却費 　 138,943 186,338 297,350

減損損失 　 － 6,415 －

負ののれん償却額 　 △1,357 △3,561 △3,573

貸倒引当金の増加額（△減少
額）

　 － 1,127 △12,750

賞与引当金の減少額 　 △9,640 △7,871 △941

受取利息及び受取配当金 　 △333 △802 △2,104

支払利息 　 7,859 7,544 15,619

投資有価証券売却益 　 △141 △248 △141

株式交付費 　 8,515 － 8,934

固定資産除却損 　 14 － 1,970

売上債権の増加額 　 △33,199 △28,670 △177

たな卸資産の増加額 　 △3,998 △6,595 △1,530

仕入債務の増加額（△減少
額）

　 23,281 16,108 △2,020

その他 　 115,986 144,033 44,840

小計 　 1,096,863 849,398 785,477

利息及び配当金の受取額 　 333 802 2,104

利息の支払額 　 △7,948 △7,564 △15,702

法人税等の支払額 　 △95,951 △129,442 △162,168

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 993,296 713,194 609,709
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前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

定期預金の預入による支出 　 △11,750 △10,000 △18,119

有形固定資産の取得による支
出

　 △512,430 △543,061 △548,102

無形固定資産の取得による支
出

　 △1,599 － △1,599

投資有価証券の取得による支
出 

　 △199,871 △303,226 △199,871

投資有価証券の売却による収
入 

　 200,012 303,474 200,012

敷金保証金の取得による支出 　 △24,828 △1,329 △75,698

敷金保証金の解約による収入 　 66 73 396

長期前払費用の取得による支
出

　 △6,356 △4,259 △27,079

その他 　 △287 △1,613 △584

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 △557,044 △559,943 △670,645

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

短期借入金の純増加額 　 200,000 68,000 －

長期借入れによる収入 　 － － 200,000

長期借入金の返済による支出 　 △115,128 △180,648 △226,535

社債の償還による支出 　 △16,000 △18,000 △32,000

株式の発行による収入 　 611,794 － 611,794

自己株式の取得による支出 　 － △9,277 △12,326

財務活動によるキャッシュ・
フロー

　 680,666 △139,925 540,932

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 　 1,116,918 13,326 479,997

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 433,167 913,164 433,167

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※ 1,550,085 926,491 913,164
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　１社

連結子会社名

(有)新宿活魚

連結子会社の数　　　　　　１社

連結子会社名

　　　　同　左

連結子会社の数　　　１社

 　　　連結子会社名

同　左

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　(有)新宿活魚の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致しておりま

す。

同　左   (有)新宿活魚の決算日は連結決

算日と一致しております。

３．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券 

 その他有価証券 

  時価が無いもの

 　移動平均法による原価法

②たな卸資産

原材料

　総平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券 

その他有価証券  

同　左

　

②たな卸資産

原材料

同　左

(1）重要な資産の評価基準及び評

　　価方法

①有価証券 

その他有価証券 

同　左

　

　①たな卸資産

　　　原材料

同　左

　 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(2）重要な減価償却資産の減価償

　　却の方法

　 ①有形固定資産

建物（附属設備を除く）

定額法

その他の有形固定資産

定率法

①有形固定資産

同　左

　①有形固定資産

同　左

　 主な耐用年数 

建物　　　　　　４～33年

車両運搬具　　　２～５年

工具、器具及び備品

３～８年

  

　 ②無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間

(５年) に基づく定額法

②無形固定資産

同　左

　②無形固定資産

同　左

　 ③長期前払費用

　均等償却

③長期前払費用

同　左

　③長期前払費用

同　左

　 (3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用として処理

しております。

    ───────────

　

　

(3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用として処

理しております。

　 (4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　左

(4）重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

同　左

　 ②賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備え

るため賞与支給見込額の当中

間連結会計期間負担額を計上

しております。

②賞与引当金

同　左

　②賞与引当金

　　従業員の賞与金の支払に備え

るため賞与支給見込額の当連

結会計年度負担額を計上して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。

(4）重要なリース取引の処理方法

同　左

(5）重要なリース取引の処理方法

同　左

　 (6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用して

おります。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同　左

(6）重要なヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法

同　左

　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

　②ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

　 ③ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権

限規程及び取引限度額等を定

めた内部規程に基づき、ヘッジ

対象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしてお

ります。

③ヘッジ方針

同　左

　③ヘッジ方針

同　左

　 ④ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始時及びその後も継

続して金利の変動による影響

を相殺または一定の範囲に限

定する効果が見込まれるため、

ヘッジの有効性の評価は省略

しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

同　左

　④ヘッジの有効性評価の方法

同　左

　 (7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

同　左

(7）その他連結財務諸表作成のた

    めの基本となる重要な事項

 

　　消費税等の会計処理

同　左

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同　左 同　左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間から「負ののれん」として表示してお

ります。

─────────────

（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記さ

れていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」とし

て表示しております。

─────────────

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記さ

れていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」とし

て表示しております。

─────────────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 638,329千円 　      981,246千円 　      795,820千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 30,000千円

建物 42,079千円

土地 84,102千円

保険積立金 33,970千円

計 190,152千円

定期預金 30,000千円

建物 40,499千円

土地 84,102千円

計 154,602千円

定期預金       30,000千円

建物       41,270千円

土地       84,102千円

計      155,373千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 133,982千円

計 133,982千円

長期借入金 90,016千円

計 90,016千円

長期借入金      95,014千円

計 95,014千円

　３　コミットメントライン契約

　当社は出店にかかる資金調達の機動性

と安定性を図るため、取引銀行２行とコ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。当中間連結会計期間末におけるコ

ミットメントライン契約に係る借入未実

行残高等は次のとおりであります。

   ─────────────

　

    ─────────────

　

コミットメントライン

契約の総額
300,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 100,000千円

  

　 　 　

※４ 消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示しております。

※４ 消費税等の取扱い

　　　　　　　同　左

※４   ─────────────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　　─────────────

　

※１　減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、店舗等を基本

単位とした資産のグルーピングを行って

おります。

　このうち、以下の資産グループ（営業活

動から生ずる損益が継続してマイナスと

なった店舗）について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額の合計

6,415千円を減損損失として特別損失に計

上しております。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

下北沢店
（東京都世
田谷区）

店舗

建物  5,126

工具、器具
及び備品

 493

長期前払費
用

 291

リース資産 505

　 合計 　 6,415

※１　　─────────────

　

   

　

　

　

　下北沢店の回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを11.6％で割り引いて算定しており

ます。 

　

　

　

　

　

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

───────────── ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

車両運搬具 14千円

計 14千円

 建物      1,951千円

工具、器具及び備品     4千円

車両運搬具      14千円

計      1,970千円

３　当社グループの売上高（又は営業費用）

は、通常の営業の形態として、上半期にお

けるふぐ料理の需要が大きいため、連結

会計年度の上半期の売上高（又は営業費

用）と下半期の売上高（又は営業費用）

との間に著しい相違があり、上半期と下

半期の業績に季節的変動があります。

３　　　　　　　　同　左 　　　  ─────────────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 14,453 2,300 － 16,753

合計 14,453 2,300 － 16,753

（注）普通株式の発行済株式総数の増加2,300株は、平成18年12月21日の新株式発行によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　　該当事項はありません。 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式

　普通株式

 

83,765

 

－

 

－

 

83,765

自己株式

　普通株式（注）

 

219

 

200

 

－

 

419

（注）自己株式の増加200株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　　該当事項はありません。 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

　普通株式（注）１

 

14,453

 

69,312

 

－

 

83,765

自己株式

　普通株式（注）２

 

－

 

219

 

－

 

219

（注）１．発行済株式の増加69,312株は新株発行による増加2,300株、株式分割による増加67,012株であります。

（注）２．自己株式の増加219株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,607,856千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△57,770千円

現金及び現金同等物 1,550,085千円

現金及び預金勘定    1,019,131千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
  △92,640千円

現金及び現金同等物 926,491千円

現金及び預金勘定      984,104千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△70,940千円

現金及び現金同等物 913,164千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

176,211 99,013 6,092 71,105

合計 176,211 99,013 6,092 71,105

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

98,802 58,462 505 39,834

合計 98,802 58,462 505 39,834

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具、
器具及
び備品

133,784 80,736 － 53,048

合計 133,784 80,736 － 53,048

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 30,804千円

１年超 42,610千円

合計 73,414千円

リース資産減損勘定

の残高
609千円

１年内 22,208千円

１年超 20,401千円

合計 42,610千円

リース資産減損勘定

の残高
505千円

１年内 24,725千円

１年超 30,597千円

合計 55,323千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 21,472千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,827千円

減価償却費相当額 19,391千円

支払利息相当額 2,484千円

支払リース料 14,213千円

リース資産減損勘定

の取崩額
 －千円

減価償却費相当額 12,708千円

支払利息相当額 1,500千円

減損損失 505千円

支払リース料   42,856千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,436千円

減価償却費相当額 37,448千円

支払利息相当額 4,421千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同　左

５．利息相当額の算定方法

同　左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間　（平成19年３月31日現在）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間　（平成20年３月31日現在）

当中間連結会計期間中に売却したその他有価証券（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

303,474 248 －

前連結会計年度　（平成19年９月30日現在）　

当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

200,012 141 －

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　
平成17年10月３日臨時株主総会決議　

ストック・オプション　
平成18年３月13日臨時株主総会決議　

　ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社及び当社子会社の取締役２名、当

社及び当社子会社従業員９名　
当社取締役１名、当社従業員73名　

ストック・オプション数（注） 普通株式　　2,325株　 普通株式　　1,875株　

付与日 平成17年10月４日　 平成18年３月24日　

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は権利行

使時において、当社もしくは当社の子

会社・関連会社の取締役及び監査役ま

たは従業員たる地位にあることを要す

る。ただし、対象者である取締役または

監査役が任期満了により退任した場合

及び対象者である従業員が定年退職し

た場合ならびにその他取締役会が正当

な理由があると認めた場合にはこの限

りではない。　

新株予約権の割当を受けた者は権利行

使時において、当社もしくは当社の子

会社・関連会社の取締役及び監査役ま

たは従業員たる地位にあることを要す

る。ただし、対象者である取締役または

監査役が任期満了により退任した場合

及び対象者である従業員が定年退職し

た場合ならびにその他取締役会が正当

な理由があると認めた場合にはこの限

りではない。　

対象勤務期間 平成17年10月４日～平成19年10月４日　
平成18年３月24日～平成20年３月31日

　

権利行使期間
平成19年10月５日～平成27年９月30日

　

平成20年４月１日～平成28年３月11日

　

（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株式数に換算して表示

しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　 　
平成17年10月３日臨時株主総会決議　

ストック・オプション　
平成18年３月13日臨時株主総会決議　

ストック・オプション　

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末 　 2,325 1,790

付与 　 － －

失効 　 － 295

権利確定 　 － －

未確定残 　 2,325 1,495

（注）１．権利確定後のものはありません　

（注）２．平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株式数に換算して表

示しております。

②　単価情報

　 　
平成17年10月３日臨時株主総会決議　

ストック・オプション　
平成18年３月13日臨時株主総会決議　

ストック・オプション　

権利行使価格 （円） 4,800 6,000

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －

（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、権利行使価格は分割後の価格を表

示しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 106,390円45銭

１株当たり中間純利

益金額
30,265円29銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

29,496円42銭

１株当たり純資産額 21,960円69銭

１株当たり中間純利

益金額
3,485円00銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

 3,351円11銭 

１株当たり純資産額 18,539円23銭

１株当たり当期純利

益金額
 3,183円93銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

3,037円70銭

　  なお、当社は平成19年６月30日現在の

株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前連結会計年度期首

に行われたと仮定した場合の前中間連

結会計期間における１株当たり情報は

以下のとおりとなります。　

１株当たり純資産額 21,278円09銭

１株当たり中間純利

益金額
6,053円06銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

 5,899円28銭 

 なお、当社は平成19年６月30日現在の

株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前連結会計年度期首

に行われたと仮定した場合の前連結会

計年度における１株当たり情報は以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額 9,492円93銭

１株当たり当期純利

益金額
 2,166円51銭

　なお、前連結会計年度において、潜在

株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、新株予約権の残高はあり

ましたが、当社株式は非上場であった

ため、期中平均株価が把握できません

でしたので記載しておりません。 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額   　

　中間（当期）純利益（千円） 476,042 290,735 254,887

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

　普通株式に係る中間（当期）純利益

　　（千円）
476,042 290,735 254,887

　普通株式の期中平均株式数（株） 15,729 83,425 81,202

　    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 410 3,333 2,706

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

株式分割の件　  　　　　　──────  　　　　　──────

  当社は平成19年５月10日開催の取締

役会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行する予定であ

ります。

　平成19年７月１日をもって普通株式

１株につき５株に分割します。

　(1)分割により増加する株式数

　　　普通株式　67,012株

　(2)分割方法

　　平成19年６月30日最終の株主名簿

　及び実質株主名簿に記載された株主

　の所有株式数を、１株につき５株の

　割合をもって分割します。 

　 　

  当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

前中間連結

会計期間

当中間連結

会計期間

前連結会計

年度

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

12,528円29銭 21,278円09銭 9,492円93銭 

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

5,381円83銭 6,053円06銭 2,166円51銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

－ 5,899円28銭 －
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前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ２.自己株式取得の件

　当社は平成19年11月28日開催の取締

役会において、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取

得することを決議いたしました。

(1) 理　由 経営環境の変化に対応し

           た機動的な資本政策遂行

           を可能にするため。 

(2) 取得する株式の種類

           当社普通株式 

(3) 取得する株式の総数

            2,000株（上限） 

(4) 株式の取得価額の総額

              100百万円（上限） 

(5) 取得する期間

         平成19年11月29日から

　　　　 平成19年12月31日まで

(6) 提出日現在の状況

 　　　　　 取得自己株式　60株

　　　　　　　　　 2,877,450円
 

EDINET提出書類

株式会社東京一番フーズ(E03485)

半期報告書

43/73



前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ３.ストックオプション発行の件

　当社は平成19年12月26日開催の第９

回定時株主総会において会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、新株予約権を発行することを決議

いたしました。

(1)当社の取締役、監査役に対する新株

予約権の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役５名（うち社外取

締役１名）、監査役２名（うち社

外監査役２名）

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　取締役には当社普通株式500株、

監査役には当社普通株式300株、社

外取締役には当社普通株式200株

を１年間の上限とする（新株予約

権１個当たりの目的となる株式数

は当初１株)。
  　なお、当社が株式の分割または株式

の併合を行う場合、上記の目的た

る株式数は分割または併合の比率

に応じ、次の算式により調整され

るものとする。ただし、かかる調整

は本新株予約権のうち、当該時点

で権利行使されていない新株予約

権の目的たる株式数についてのみ

行われ、調整の結果１株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。　

調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当社

が合併または会社分割を行う場合

等、上記の目的たる株式数の調整

を必要とする場合には、合併また

は会社分割等の条件を勘案のう

え、合理的な範囲内で目的たる株

式数を調整するものとする。ただ

し、前号に定める株式数の調整を

行った場合は、株式数について同

様の調整を行う。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式１株当たりの払

込金額は、新株予約権発行日の前日

から遡って20日間（取引が成立し

ない日を除く）の東京証券取引所

における当社株式普通取引の終値

の平均値の金額とし、１円未満の端

数は切り上げる。ただし、新株予約

権発行日の終値を下回らないこと

とする。

  なお、新株予約権発行後、当社が

株式の分割または併合を行う場合、

上記払込金額は分割または併合の

比率に応じ、次の算式により調整さ

れるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝ 　

 調整後払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12

月31日までの範囲内で取締役会の定

めるところによる。

  新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者

は、権利行使時においても、当社の

取締役または監査役の地位にある

ことを要する。ただし、任期満了に

よる退任その他取締役会の認める

正当な理由のある場合にはこの限

りでない。

２．権利行使期間満了前に新株予約

権の割当てを受けた者が死亡した

場合は、法定相続人のうち１名に限

り権利を承継することができる。た

だし、再承継はできない。

３．その他権利行使の条件について

は、本総会及び新株予約権発行の取

締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当てを受けた者との間で

締結する「新株予約権割当契約」

で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得に

ついては、取締役会の承認を要す

る。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  (2)当社の従業員等に対する新株予約権

の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の従業員等

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　当社普通株式2,000株を上限とす

る（新株予約権１個当たりの目的

となる株式数は１株）。なお、当社

が株式の分割または株式の併合を

行う場合、上記の目的たる株式数

は分割または併合の比率に応じ、

次の算式により調整されるものと

する。ただし、かかる調整は本新株

予約権のうち、当該時点で権利行

使されていない新株予約権の目的

たる株式数についてのみ行われ、

調整の結果１株未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるもの

とする。　　

  
調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当社

が合併または会社分割を行う場合

等、上記の目的たる株式数の調整を

必要とする場合には、合併または会

社分割等の条件を勘案のうえ、合理

的な範囲内で目的たる株式数を調

整するものとする。ただし、前号に

定める株式数の調整を行った場合

は、株式数について同様の調整を行

う。

新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式１株当たりの払

込金額は、新株予約権発行日の前日

から遡って20日間（取引が成立し

ない日を除く）の東京証券取引所

における当社株式普通取引の終値

の平均値の金額とし、１円未満の端

数は切り上げる。ただし、新株予約

権発行日の終値を下回らないこと

とする。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  なお、新株予約権発行後、当社が株

式の分割または併合を行う場合、上

記払込金額は分割または併合の比

率に応じ、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝ 　

 調整後払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12月

31日までの範囲内で取締役会の定める

ところによる。

  新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者

は、権利行使時においても、当社の

従業員の地位にあることを要する。

ただし、定年により退職した場合は

退職後３ヶ月間に限り行使できる

ものとする。

２．新株予約権の割当を受けた者の

相続人による新株予約権の行使は

認めない。

３．その他権利行使の条件について

は、本総会および新株予約権発行の

取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当を受けた者との間で

締結する「新株予約権割当契約」

で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得に

ついては、取締役会の承認を要す

る。
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（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　  1,590,542   991,423   970,615  

２．売掛金 　  73,536   71,289   42,618  

３．たな卸資産 　  13,392   17,045   11,142  

４．その他 　  101,567   97,994   176,927  

流動資産合計 　  1,779,038 53.0  1,177,752 39.4  1,201,303 37.4

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※1,2          

(1) 建物 　 806,906   1,026,192   1,181,816   

(2) その他 　 273,922 1,080,829  274,383 1,300,576  303,874 1,485,690  

２．無形固定資産 　  6,123   4,294   5,208  

３．投資その他の資産 　          

(1) 敷金保証金 　 334,663   395,441   395,355   

(2) その他
※２
　

167,870   109,921   127,587   

貸倒引当金 　 △12,750 489,783  △1,127 504,235  － 522,943  

固定資産合計 　  1,576,736 47.0  1,809,106 60.6  2,013,843 62.6

資産合計 　  3,355,774 100.0  2,986,859 100.0  3,215,147 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．買掛金 　  105,886   96,073   83,956  

２．短期借入金 　  200,000   68,000   －  

３．１年以内に返済予
定の長期借入金

　  217,962   207,962   217,962  

４．１年以内に償還予
定の社債

　  34,000   16,000   26,000  

５．未払法人税等 　  405,464   253,329   131,520  

６．賞与引当金 　  2,430   3,201   11,046  

７．その他
※４
　

 206,843   181,298   675,120  

流動負債合計 　  1,172,587 35.0  825,865 27.7  1,145,605 35.6

Ⅱ　固定負債 　          

１．社債 　  117,500   101,500   109,500  

２．長期借入金
※２
　

 295,299   215,670   386,318  

３．その他 　  939   35,671   37,864  

固定負債合計 　  413,738 12.3  352,841 11.8  533,682 16.6

負債合計 　  1,586,325 47.3  1,178,706 39.5  1,679,288 52.2

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  465,350 13.9  465,350 15.6  465,350 14.5

２．資本剰余金 　          

(1）資本準備金 　 367,350 367,350 10.9 367,350 367,350 12.3 367,350 367,350 11.4

３．利益剰余金 　          

(1）その他利益剰余金 　          

繰越利益剰余金 　 936,749   997,055   715,485   

利益剰余金合計 　  936,749 27.9  997,055 33.3  715,485 22.3

４．自己株式 　  － －  △21,603 △0.7  △12,326 △0.4

株主資本合計 　  1,769,449 52.7  1,808,152 60.5  1,535,858 47.8

純資産合計 　  1,769,449 52.7  1,808,152 60.5  1,535,858 47.8

負債純資産合計 　  3,355,774 100.0  2,986,859 100.0  3,215,147 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  2,798,897 100.0  2,976,076 100.0  3,888,243 100.0

Ⅱ　売上原価 　  781,577 27.9  981,137 33.0  1,150,130 29.6

売上総利益 　  2,017,320 72.1  1,994,939 67.0  2,738,113 70.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  1,213,593 43.4  1,505,788 50.6  2,382,105 61.2

営業利益 　  803,726 28.7  489,151 16.4  356,007 9.2

Ⅳ　営業外収益
※１
　

 45,337 1.6  49,139 1.7  57,726 1.5

Ⅴ　営業外費用
※２
　

 17,025 0.6  9,539 0.3  29,958 0.8

経常利益 　  832,038 29.7  528,751 17.8  383,776 9.9

Ⅵ　特別利益 
※３
　

 141 0.0  248 0.0  40,734 1.1

Ⅶ　特別損失
※4,5
　

 14 0.0  7,542 0.3  1,970 0.1

税引前中間（当
期）純利益

　  832,165 29.7  521,457 17.5  422,541 10.9

法人税、住民税及び
事業税

　 384,155   245,956   177,214   

法人税等調整額 　 △16,059 368,096 13.1 △6,070 239,886 8.0 2,521 179,735 4.7

中間（当期）純利
益

　  464,069 16.6  281,570 9.5  242,805 6.2
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 57,195 472,679 472,679 685,069 685,069

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 310,155 310,155 310,155 － － 620,310 620,310

中間純利益 － － － 464,069 464,069 464,069 464,069

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

310,155 310,155 310,155 464,069 464,069 1,084,379 1,084,379

平成19年３月31日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 936,749 936,749 1,769,449 1,769,449

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 繰越利益
剰余金

平成19年９月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 715,485 715,485 △12,326 1,535,858 1,535,858

中間会計期間中の変動額         

自己株式の取得 － － － － － △9,277 △9,277 △9,277

中間純利益 － － － 281,570 281,570 － 281,570 281,570

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 281,570 281,570 △9,277 272,293 272,293

平成20年３月31日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 997,055 997,055 △21,603 1,808,152 1,808,152

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

155,195 57,195 57,195 472,679 472,679 － 685,069 685,069

事業年度中の変動額         

新株の発行 310,155 310,155 310,155 － － － 620,310 620,310

自己株式の取得 － － － － － △12,326 △12,326 △12,326

当期純利益 － － － 242,805 242,805 － 242,805 242,805

事業年度中の変動額合計
（千円）

310,155 310,155 310,155 242,805 242,805 △12,326 850,789 850,789

平成19年９月30日　残高
（千円）

465,350 367,350 367,350 715,485 715,485 △12,326 1,535,858 1,535,858
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券 

 時価が無いもの

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同　左

その他有価証券 

 時価が無いもの

同　左

(1）有価証券

　　子会社株式

同　左

　 (2）たな卸資産

 原材料

 　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

原材料

同　左

(2）たな卸資産

    原材料

同　左 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

定額法

その他の有形固定資産

定率法

(1）有形固定資産

 　　　 同　左

　

　

　

(1）有形固定資産

同　左

　 主な耐用年数

建物　　　　　　４～33年

車両運搬具　　　２～５年

工具、器具及び備品

３～８年

　

　

　

　

　

 　　　

　

　 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

　　　　同　左

　

(2）無形固定資産

同　左

　

　 (3）長期前払費用

均等償却

(3）長期前払費用

　　　　同　左

(3）長期前払費用

 同　左

３．繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

　　 ───────────

　

株式交付費 

　支出時に全額費用として処理して

おります。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

　　　　　同　左

(1）貸倒引当金 

同　左

　 (2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備える

ため賞与支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　　　　同　左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えるた

め賞与支給見込額の当事業年度負

担額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

　　　　　　同　左  同　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　　同　左

(1）ヘッジ会計の方法

同　左

　 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…　金利スワップ

ヘッジ対象…　借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　同　左

　

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同　左

　 (3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規程及び取引限度額等を定めた内

部規程に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

　　　　　同　左

(3）ヘッジ方針

同　左

　 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して金

利の変動による影響を相殺または

一定の範囲に限定する効果が見込

まれるため、ヘッジの有効性の評

価は省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　同　左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同　左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　同　左

消費税等の会計処理

同　左

EDINET提出書類

株式会社東京一番フーズ(E03485)

半期報告書

54/73



注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 621,781千円 　      959,941千円 　      776,633千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 30,000千円

建物 42,079千円

土地 84,102千円

保険積立金 33,970千円

計 190,152千円

定期預金       30,000千円

建物       40,499千円

土地       84,102千円

計      154,602千円

定期預金       30,000千円

建物       41,270千円

土地       84,102千円

計      155,373千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 133,982千円

計 133,982千円

長期借入金       90,016千円

計       90,016千円

長期借入金       95,014千円

計       95,014千円

　３　コミットメントライン契約

　当社は出店にかかる資金調達の機動性

と安定性を図るため、取引銀行２行とコ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。当中間会計期間末におけるコミッ

トメントライン契約に係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。

───────────── 

　

───────────── 

　

コミットメントライン

契約の総額
300,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 100,000千円

  

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

※４　消費税等の取扱い

　　　　　　同　左

※４　　─────────────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 322千円

取引先協賛金 36,095千円

受取利息   779千円

取引先協賛金     40,238千円

受取利息   2,067千円

取引先協賛金     38,285千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 7,798千円

株式交付費 8,515千円

支払利息      6,901千円 支払利息     14,936千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 141千円 投資有価証券売却益    248千円 貸倒引当金戻入益     10,500千円

保険返戻金差益     30,092千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 14千円 減損損失   6,415千円 固定資産除却損      1,970千円

※５　 　───────────── 

　

※５　減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、店舗等を基本

単位とした資産のグルーピングを行って

おります。

　このうち、以下の資産グループ（営業活

動から生ずる損益が継続してマイナスと

なった店舗）について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額の合計

6,415千円を減損損失として特別損失に計

上しております。　

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

下北沢店
（東京都
世田谷
区）

店舗

建物        5,126

工具、器具
及び備品

493　

長期前払費
用

291　

リース資産      505

　 合計 　 6,415

※５　 　───────────── 

　

   

　

　

　

　下北沢店の回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを11.6％で割り引いて算定しており

ます。

　

　

　

　

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 135,493千円

無形固定資産 807千円

有形固定資産      183,307千円

無形固定資産    914千円

有形固定資産      290,344千円

無形固定資産      1,721千円

　７　当社の売上高（又は営業費用）は、通常

の営業の形態として、上半期におけるふ

ぐ料理の需要が大きいため、会計年度の

上半期の売上高（又は営業費用）と下半

期の売上高（又は営業費用）との間に著

しい相違があり、上半期と下半期の業績

に季節的変動があります。

　７　　　　　　同　　左 　　　　─────────────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

普通株式（注） 219 200 － 419

合計 219 200 － 419

（注）自己株式の増加200株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式（注） － 219 － 219

合計 － 219 － 219

（注）自己株式の増加219株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

176,211 99,013 6,092 71,105

合計 176,211 99,013 6,092 71,105

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、
器具及
び備品

98,802 58,462 505 39,834

合計 98,802 58,462 505 39,834

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具、器
具及び
備品

133,784 80,736 － 53,048

合計 133,784 80,736 － 53,048

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 30,804千円

１年超 42,610千円

合計 73,414千円

リース資産減損勘定

の残高
609千円

１年内     22,208千円

１年超     20,401千円

合計     42,610千円

リース資産減損勘定

の残高
   505千円

１年内     24,725千円

１年超     30,597千円

合計     55,323千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 21,472千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,827千円

減価償却費相当額 19,391千円

支払利息相当額 2,484千円

支払リース料     14,213千円

リース資産減損勘定

の取崩額
     －千円

減価償却費相当額     12,708千円

支払利息相当額      1,500千円

減損損失 505千円

支払リース料     42,856千円

リース資産減損勘定

の取崩額
     2,436千円

減価償却費相当額     37,448千円

支払利息相当額      4,421千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同　左

５．利息相当額の算定方法

同　左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成20年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 105,619円83銭

１株当たり中間純利

益金額
29,504円07銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

28,754円54銭 

１株当たり純資産額  21,694円53銭

１株当たり中間純利

益金額
  3,375円15銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

  3,245円48銭 

１株当たり純資産額 18,383円39銭

１株当たり当期純利

益金額
 2,990円13銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

2,893円70銭

　  なお、当社は平成19年６月30日現在の

株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前事業年度期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計期

間における１株当たり情報は以下のと

おりとなります。　

１株当たり純資産額 21,123円97銭

１株当たり中間純利

益金額
5,900円81銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

 5,750円91銭 

 なお、当社は平成19年６月30日現在の

株主に対し平成19年７月１日付をもっ

て、普通株式１株につき５株の割合で

株式分割を行っております。

　当該株式分割が前事業年度期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報は以下のとおり

となります。

１株当たり純資産額 9,479円96銭

１株当たり当期純利

益金額
 2,165円48銭

　なお、前事業年度において、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありまし

たが、当社株式は非上場であったため、

期中平均株価が把握できませんでした

ので記載しておりません。 

　注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

　
前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 464,069 281,570 242,805

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

　普通株式に係る中間（当期）純利益

　　（千円）
464,069 281,570 242,805

　普通株式の期中平均株式数（株） 15,729 83,765 81,202

　    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 410 3,333 2,706

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

株式分割の件　  　　　　　──────  　　　　　──────

  当社は平成19年５月10日開催の取締

役会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行する予定であ

ります。

　平成19年７月１日をもって普通株式

１株につき５株に分割します。

　(1)分割により増加する株式数

　　　普通株式　67,012株

　(2)分割方法

　　平成19年６月30日最終の株主名簿

　及び実質株主名簿に記載された株主

　の所有株式数を、１株につき５株の

　割合をもって分割します。 

　 　

  当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報並び

に当期首に行われたと仮定した場合の

当中間会計期間における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。

前中間

会計期間

当中間

会計期間

前事業

年度

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

 １株当たり

　　純資産

12,449円70銭 21,123円97銭 9,479円96銭 

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

 １株当たり

 中間純利益

5,312円31銭 5,900円81銭 2,165円48銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

－ 5,750円91銭 －
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前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ２.自己株式取得の件

　当社は平成19年11月28日開催の取締

役会において、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取

得することを決議いたしました。

(1) 理　由 経営環境の変化に対応し

           た機動的な資本政策遂行

           を可能にするため。 

(2) 取得する株式の種類

           当社普通株式 

(3) 取得する株式の総数

            2,000株（上限） 

(4) 株式の取得価額の総額

              100百万円（上限） 

(5) 取得する期間

         平成19年11月29日から

　　　　 平成19年12月31日まで

(6) 提出日現在の状況

 　　　　　 取得自己株式　60株

　　　　　　　　　 2,877,450円
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前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  ３.ストックオプション発行の件

　当社は平成19年12月26日開催の第９

回定時株主総会において会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、新株予約権を発行することを決議

いたしました。

(1)当社の取締役、監査役に対する新株

予約権の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役５名（うち社外取

締役１名）、監査役２名（うち社

外監査役２名）

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　取締役には当社普通株式500株、

監査役には当社普通株式300株、社

外取締役には当社普通株式200株

を１年間の上限とする（新株予約

権１個当たりの目的となる株式数

は当初１株)。
  　なお、当社が株式の分割または株式

の併合を行う場合、上記の目的た

る株式数は分割または併合の比率

に応じ、次の算式により調整され

るものとする。ただし、かかる調整

は本新株予約権のうち、当該時点

で権利行使されていない新株予約

権の目的たる株式数についてのみ

行われ、調整の結果１株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。　

調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当社

が合併または会社分割を行う場合

等、上記の目的たる株式数の調整

を必要とする場合には、合併また

は会社分割等の条件を勘案のう

え、合理的な範囲内で目的たる株

式数を調整するものとする。ただ

し、前号に定める株式数の調整を

行った場合は、株式数について同

様の調整を行う。
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前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式１株当たりの払

込金額は、新株予約権発行日の前日

から遡って20日間（取引が成立し

ない日を除く）の東京証券取引所

における当社株式普通取引の終値

の平均値の金額とし、１円未満の端

数は切り上げる。ただし、新株予約

権発行日の終値を下回らないこと

とする。

  なお、新株予約権発行後、当社が

株式の分割または併合を行う場合、

上記払込金額は分割または併合の

比率に応じ、次の算式により調整さ

れるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝ 　

 調整後払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12

月31日までの範囲内で取締役会の定

めるところによる。

  新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者

は、権利行使時においても、当社の

取締役または監査役の地位にある

ことを要する。ただし、任期満了に

よる退任その他取締役会の認める

正当な理由のある場合にはこの限

りでない。

２．権利行使期間満了前に新株予約

権の割当てを受けた者が死亡した

場合は、法定相続人のうち１名に限

り権利を承継することができる。た

だし、再承継はできない。

３．その他権利行使の条件について

は、本総会及び新株予約権発行の取

締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当てを受けた者との間で

締結する「新株予約権割当契約」

で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得に

ついては、取締役会の承認を要す

る。
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前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　────── 　　　　　──────  (2)当社の従業員等に対する新株予約権

の発行

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の従業員等

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

株式の数（株）

　当社普通株式2,000株を上限とす

る（新株予約権１個当たりの目的

となる株式数は１株）。なお、当社

が株式の分割または株式の併合を

行う場合、上記の目的たる株式数

は分割または併合の比率に応じ、

次の算式により調整されるものと

する。ただし、かかる調整は本新株

予約権のうち、当該時点で権利行

使されていない新株予約権の目的

たる株式数についてのみ行われ、

調整の結果１株未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるもの

とする。　　

  
調整後株式数＝調整前株式数×分割

　　　　　　（または併合）の比率

　また、新株予約権発行日後に当社

が合併または会社分割を行う場合

等、上記の目的たる株式数の調整を

必要とする場合には、合併または会

社分割等の条件を勘案のうえ、合理

的な範囲内で目的たる株式数を調

整するものとする。ただし、前号に

定める株式数の調整を行った場合

は、株式数について同様の調整を行

う。

新株予約権の行使時の払込金額（円)

  新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式１株当たりの払

込金額は、新株予約権発行日の前日

から遡って20日間（取引が成立し

ない日を除く）の東京証券取引所

における当社株式普通取引の終値

の平均値の金額とし、１円未満の端

数は切り上げる。ただし、新株予約

権発行日の終値を下回らないこと

とする。
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前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　　　　　──────  　　　　　──────  なお、新株予約権発行後、当社が株

式の分割または併合を行う場合、上

記払込金額は分割または併合の比

率に応じ、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝ 　

 調整後払込金額×
1 

分割・併合の比率 

新株予約権の行使期間

  平成22年１月１日から平成29年12月

31日までの範囲内で取締役会の定める

ところによる。

  新株予約権の行使の条件

１. 新株予約権の割当てを受けた者

は、権利行使時においても、当社の

従業員の地位にあることを要する。

ただし、定年により退職した場合は

退職後３ヶ月間に限り行使できる

ものとする。

２．新株予約権の割当を受けた者の

相続人による新株予約権の行使は

認めない。

３．その他権利行使の条件について

は、本総会および新株予約権発行の

取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当を受けた者との間で

締結する「新株予約権割当契約」

で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

  新株予約権の譲渡による取得に

ついては、取締役会の承認を要す

る。
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（２）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）自己株券買付状況報告書

　平成19年10月５日関東財務局長に提出。（報告期間　平成19年９月１日から平成19年９月30日まで）

(2）自己株券買付状況報告書

平成19年12月14日関東財務局長に提出。（報告期間　平成19年11月１日から平成19年11月30日まで）

(3）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第９期）（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月27日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年６月20日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹井　和廣　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 三澤　幸之助　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東

京一番フーズの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年10月１日から

平成19年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本

等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社東京一番フーズ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年５月10日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行

を決議している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年６月18日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹井　和廣　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 三澤　幸之助　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社東京一番フーズの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年10

月１日から平成20年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社東京一番フーズ及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年６月20日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹井　和廣　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 三澤　幸之助　　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東

京一番フーズの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成18年10月１日から平

成19年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社東京一番フーズの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年10月１日

から平成19年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年５月10日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行

を決議している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年６月18日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 笹井　和廣　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 三澤　幸之助　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社東京一番フーズの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成19年10月

１日から平成20年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社東京一番フーズの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年10月１日

から平成20年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。
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